
学校給食費の処理を学校管理（私会計）から自治体の会計（公会計）に

組み入れる仕組みです。

公会計化について（学校給食費）

私 会 計 公 会 計

※保護者が指定した口座から学校ではなく、自治体が引き落とすこととなるため、

引き落とせなかった場合でも学校へ現金を持参したり、教職員が徴収に回ったりする

ことはなくなります。

学校又は学校長の口座

児童・生徒の保護者

学校給食費会計

食材業者

児童・生徒の保護者

自治体会計

食材業者

学校給食費 学校給食費
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